
令和６年度第８回狭山市行政不服審査会会議録 

 

開 催 日 時  令和７年３月２６日（水） 

       午前１０時から正午まで 

開 催 場 所  市役所 ３階 ３０１会議室 

出 席 者  岡本会長、西本委員、清水委員 

事 務 局  深澤次長、吉澤主幹、山口主査、田中主事、浅野 

 

１ 議   事 

 ・審査請求について 

 

２ 事件の経過 

（１）収税課による差押調書に係る処分に対する審査請求について  

 ・令和６年４月５日   収税課による令和６年３月１日付け差押調書に係る審査請求

書が市長宛に提出された。  

 ・令和６年４月２５日  審査請求人が補正書を提出した。  

 ・令和６年５月１５日  審査請求人が補正書２を提出した。  

 ・令和６年５月２４日  審理員を指名した。  

 ・令和６年６月１１日  処分庁（収税課）が弁明書を提出した。  

 ・令和６年６月２１日  審査請求人が反論書を提出した。  

 ・令和６年７月１６日  処分庁が弁明を行わない旨を報告した。 

 ・令和６年７月２６日  審理員が審査請求人及び処分庁に対し審理手続きの終結を通

知した。  

 ・令和６年８月９日   審理員が審理員意見書を提出した。  

 ・令和６年９月２４日  狭山市行政不服審査会（第１回）が開催された。  

 ・令和６年１１月１２日 狭山市行政不服審査会（第２回）が開催された。  

 ・令和６年１１月１９日 処分庁に調査に対する回答を求めた。  

 ・令和６年１２月４日  処分庁が調査回答通知書を提出した。  

 ・令和６年１２月１７日 狭山市行政不服審査会（第３回）が開催された。  

 ・令和７年２月４日   狭山市行政不服審査会（第４回）が開催された。 

 

（２）開発審査課及び建築審査課による公文書部分開示決定に対する審査請求について  

 ・令和５年８月２日   開発審査課及び建築審査課による令和５年７月１８日付け公  

文書部分開示決定に対する審査請求書が市長宛に提出された。 

 ・令和５年９月４日   処分庁（開発審査課及び建築審査課）が弁明書を提出した。  



 ・令和５年１０月１０日 審査請求人が反論書を提出した。  

 ・令和５年１１月７日  処分庁が弁明書２を提出した。  

 ・令和５年１２月２５日 審査請求人が反論書２を提出した。  

 ・令和６年１月１９日  処分庁が弁明書３を提出した。  

 ・令和６年２月１５日  審査請求人が反論書３を提出した。  

 ・令和６年３月１８日  処分庁が弁明書４を提出した。  

 ・令和６年５月１０日  審査請求人が反論書４を提出した。  

 ・令和６年６月６日    処分庁が弁明書５を提出した。  

 ・令和６年７月５日    審査請求人が反論書５を提出した。  

 ・令和６年８月６日    処分庁が弁明書６を提出した。  

 ・令和６年９月３日   審査請求人が反論を行わない旨を報告した。  

 ・令和６年９月１０日  処分庁が物件を提出した。  

 ・令和６年１０月１１日 審査庁が審査請求人及び処分庁に対し審理手続きの終結を通

知した。  

 ・令和６年１２月１７日 狭山市行政不服審査会（第１回）が開催された。  

 ・令和７年２月４日   狭山市行政不服審査会（第２回）が開催された。  

 ・令和７年２月２１日  処分庁に調査に対する回答及び資料の提出を求めた。  

 ・令和７年３月１３日  処分庁が物件送付通知書を提出した。  

 

３ 会議の概要（要点記録）  

（１）収税課による差押調書に係る処分に対する審査請求について  

・答申案について審議し、とりまとめをした。  

（２）開発審査課及び建築審査課による公文書部分開示決定に対する審査請求について  

・前回の審議内容及び今回の検討事項について確認した。  

・裁決の妥当性について検討し、再度審議することとした。  


